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名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

乗車料金及び定期券の特例に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、高速電車乗車料条例施行規程（昭和５４年名古屋市交通

局管理規程第１３号。以下「高速規程」という。）第１０条第２項に規定す

る乗車料金のキロ程の計算、同規程第４６条に規定する乗車券の使用条件及

び同規程第７９条に規定する別途乗車の取扱いに関する特例について、必要

な事項を定めるものとする。 

（特例の内容） 

第２条 高速規程第１０条第２項に規定する「別に定める場合」は、ＩＣＳＦ

カード乗車券を使用する乗客が、乗車駅から降車駅までの最短経路に名古屋

駅から伏見駅までの経路（東山線経由に限る。）を含み、かつ、実際に乗車

する経路に名古屋駅から丸の内駅までの経路（桜通線経由に限る。）を含む

区間を乗車する場合とする。 

第３条 高速規程第４６条第１項に規定する「別に定める場合」は、名古屋駅

から伏見駅までの経路（東山線経由に限る。）を含む経路を指定した定期券

を使用する乗客が、名古屋駅から丸の内駅までの経路（桜通線経由に限る。）

を含む区間を乗車する場合とする。この場合において、定期券の券面表示事

項にかかわらず、指定した経路以外の経路を乗車することができるものとす

る。 

第４条 高速規程第７９条に規定する「別に定める場合」は、名古屋駅から伏

見駅までの経路（東山線経由に限る。）を含む経路を指定した定期券を使用



する乗客が、名古屋駅から丸の内駅までの経路（桜通線経由に限る。）を含

む区間を乗車する場合とする。ただし、指定した経路以外の駅で途中下車し

た場合は別途乗車として扱い、別途乗車区間に対する相当の乗車料金を収受

する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（高速電車乗車料条例施行規程の一部改正） 

２ 高速電車乗車料条例施行規程の一部を次のように改める。 

  第１０条第２項ただし書中「よりがたい場合は」の次に「、別に定める場

合を除き」を加える。 

  第４６条中「乗車券は、乗車人員を記載したものを除き」を「乗車人員を

記載した乗車券以外の乗車券は」に改め、「１回に限り」の次に「、別に定

める場合を除き」を加え、次の１項を加える。 

 ２ 乗車人員を記載した乗車券は、その乗車券に記載された人員が、１券片

をもって１回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。 

第７９条に次のただし書を加える。 

ただし、別に定める場合は、この限りでない。 

（この規程の失効） 

３ この規程は、令和７年５月３１日限り、その効力を失う。 


